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エキキタエリアマネジメント活動計画の概要 
 

１ 目的・目標 

  広島駅の玄関口である「エキキタ」の魅力ある資源を

生かし、持続的ににぎわいが生まれるまちづくりを目指

すとともに、来訪者・居住者にとって、快適・安全・安

心なまちづくりに取り組む。 

２ 活動範囲 

ＪＲ広島駅新幹線口周辺地区である通称「エキキ

タ」の範囲。広島駅を中心とした回遊性の観点から、

広島駅から徒歩圏内を念頭に設定している。 

３ 実施主体（活動団体） 

(1) 団体名称 

 エキキタまちづくり会議 

(2) 団体の概要 

  若草地区の再開発事業、二葉の里地区の新規施設の集積、広島駅自由通路・デッキの整備など

をきっかけに、エキキタの魅力を磨き、一体的なまちづくり・地域おこしを進め、「広島を代表

する地区に成長させたい」と考え、平成２７年３月に設立された。 

(3) 構成員 
 

区 分 団体数 主な構成員 

地域住民 １ 尾長地区連合町内会 

事業者 １４ 
㈱イズミ、シェラトングランドホテル広島、西日本旅客鉄道㈱広島支社、広島テレ
ビ放送㈱、ホテルグランヴィア広島、大和ハウス工業㈱ ほか 

光商工会 ７ 
㈱にしき堂、広島ガーデンパレス、広島銀行広島駅北口支店、もみじ銀行広島光
町支店、復建調査設計㈱ ほか 

その他 ３ エキキタの通りに名前をつける会、広島飲食業生活衛生同業組合 ほか 

行 政 １ 東区役所 

計 ２６  

   

４ 主な活動内容 
  

区 分 取組名 内 容 

地域ルールづくり 
①エキキタまちづくりビ

ジョンの作成 
エキキタのまちづくりの方向性を共有するためのビジョン（将来
像）を策定・配布（15,000 部） 

環境維持 ②一斉清掃の実施 エキキタ等にある街区公園や緑地の一斉清掃を実施 

まちの 

にぎわいづくり 

③エキキタスイーツラリ
ーの実施 

冬季の一定期間、対象のスイーツ店を利用した参加者に抽選で
商品等をプレゼントするスタンプラリーを実施 

④エキキタカラフルマル
シェの開催 

エキキタの公園及び緑道において出店などを行うイベントを開催 

公共施設等の 

管理・活用 

【規制緩和対象】 
⑤「有効空地」の活用 

規制緩和を受けて有効空地において利用制限を超えた各種イ
ベントの開催や物品・飲食物の販売などを行う。 

【規制緩和対象】 
⑥「街区公園」の活用 

規制緩和を受けて街区公園に自動販売機を設置する。 

まちの情報発信 

⑦お店マップの作成 エリア内の店舗を紹介するマップを作成、配布（35,000 部） 

⑧ホームページの開設 
エキキタの魅力やイベント情報等を発信するためのホームペー
ジを開設する。 

 

＜エキキタのエリアマネジメントの範囲＞ 

二葉の里土地区画 

整理事業区域 

JR広島駅 東区役所 



 

 

５ 公共施設等の活用及び規制緩和 
 
(1) 「有効空地」の活用及び規制緩和 

   二葉の里土地区画整理事業により、民間事業者（大和ハウス工業㈱）が敷地内に整備した「有

効空地」が平成３１年４月に完成予定であり、本活動計画では、空地を活用して、にぎわいづ

くり及び活動組織の自主財源確保のためのイベントや物品販売等を実施することとしている。 

   しかし、有効空地は、「日常一般に開放され、歩行者が自由に通行し、又は利用できるもの」

であることが義務付けられており、占用的な利用について一定の制限を行っている。  

   このため、現在制限している営利活動の実施と最大１８０日の占用期間の拡大について、認

定を受けたことにより、特例的に規制緩和を認めるものである。 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 「公園」の活用及び規制緩和 

   本活動計画では、活動地域内にある「二葉の里第三公園」において、公園利用者の利便性の

向上及び活動組織の自主財源確保のため、飲料の自動販売機を設置することとしている。 

しかし、本市では、自動販売機の設置は、管理人がいる公園など管理が適正になされる場所

限っており、街区公園への自動販売機の設置は原則禁止している。 

このため、現在制限している公園への自動販売機の設置について認定を受けたことにより、

特例的に規制緩和を認めるものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「有効空地」の
設置による 

主な利用制限 

① 活動は「スポーツ、芸術の鑑賞等、公衆のレクリエーション活動の向上に寄与する行

為」や「公共公益に資する行為」に限られる。⇒ 実費徴収は可能であるが、営利を目的

とした物販、飲食の取扱いを行う等の活動は不可。 
 
② 占用期間は、一回の行為について３か月以内であること。同一街区において、年間２回

以上占用行為を行う場合は、全行為の延べ日数が年間１８０日を超えない範囲であるこ

と。 

 

広島テレビ 
放送㈱ 

JR広島駅 

＜有効空地及び二葉の里第三公園の位置図＞ 

大和ハウス 
工業㈱ 

二葉の里第三公園 

有効空地（イメージ図） 
※H３１．４完成予定 

㈱エネルギア・ 
コミュニケー 
ションズ 


